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空石積みは数値基準によって強度を保証することの困難さから，日本では道路擁壁をはじめ

公共事業における利用がほとんど不可能であり，農村地域等の景観を損なうことが問題となっ

ている．そこで本研究では日本の公共事業において空石積みを利用するための検討の基礎とな

ることを目的とし，既に空石積みを公共事業で活用する流れができつつあるフランスの仕組み

や考え方を，文献調査と現地でのヒアリング調査により把握・整理した．その結果，資格によ

って保証された技術を持った職人が，ガイドラインに沿った施工をすることで，公共事業の発

注者に保険が適用でき，空石積みを使用しても問題ない状況を実現していることが分かった． 
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１．序論 
 
(1)研究の背景 
空石積みはモルタル等の接着剤を用いず石と石の

かみ合わせのみで強度を担保する石積みの工法であ

り，主に段畑の法面や傾斜地の擁壁に用いられると

ともに地域景観の重要な構成要素でもある．2018年
には人間と自然の調和のとれた関係を構築する技術

であるとしてUNESCOの無形文化遺産に登録されて

おり，持続可能性に貢献する技術としての価値が認

められている1)． 
しかし日本の公共事業における利用の観点からは，

空石積みは禁止こそされていないものの，空石積み

に関する記述は設計基準書から削除されており，安

定性を数値化することが困難であるという理由から

現実的に施工することはほぼ不可能である2)．空石

積みを公共事業として新たに施工できないため，既

にある空石積み道路擁壁のコンクリートによる部分

的な補修や，重要文化財景観に指定された地域の道

路擁壁のコンクリートでの施工が行われ，農村景観

を損なう事例が散見される． 
 

(2)研究の目的 
日本における空石積みの公共事業での利用が難し

い一方，近年ヨーロッパ諸国，特にフランスにおい

ては空石積みの活用が進み始めている3)．フランス

においてどのような制度や考え方で空石積みを公共

事業に取り入れているのか明らかにすることで，日

本の公共事業における空石積み利用の検討の基礎と

することが本研究の目的である． 

 
(3)研究の位置づけ 
寺嶋，真田ら4) は日本における空石積みの利用に

ついて歴史的観点から調査を行い，日本の土木公共

事業において空石積みが使われなくなった原因とし

て施工に熟練した職人の減少や技術継承の機会の損

失，道路土工指針の具体的な数値を用いて性能を規

定する考え方への変化を挙げている． 
本研究は既に空石積みの導入が進んでいる国にお

ける仕組みや考え方を把握することで，現行の土木

施工基準と異なる観点から，空石積みを使えるよう

な制度体系を検討するものである．空石積みと公共

事業の関係に焦点を当て，日本での適用を前提に海

外の制度の事例を調査した研究はなく，この点に本

研究の独自性がある． 
 

(4)研究の構成 
本研究では，第2章で文献調査をもとに，フラン

スにおける空石積みの歴史と近年の状況の概観を示

す．第3章ではヒアリングをもとに，空石積みを公

共事業で利用するための制度や考え方について整理

する．第4章では，3章で取り上げた制度や考え方の

日本における適用可能性と課題について考察する． 
 
 
２．フランスの空石積みの歴史と近年の状況 
 
(1)目的と手法 

本章ではインターネット等を用いて現地の職人協

会のホームページ，冊子をはじめとした文献調査を
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行い，フランスの空石積みの歴史と近年の状況，公

共事業における空石積みの立ち位置を整理した． 
 
(2)フランスの空石積みに関する初期の課題 

 フランスの建築職人・小規模企業連盟(CAPEB)ら
が空石積み擁壁の建設のための優良事例の手引きと

して2008年に発行した冊子によると，フランスでは

南部地方を中心として全国各地に空石積み擁壁が存

在していたが，産業革命以降の農村からの人の流出

によりその多くが放棄された経緯があり，農地の再

活性化のために空石積みの技術を復活させたいと考

えていたこと，そのために技術継承と職業・技術の

明文化，工事の取引ルール，強度担保のための知見

の不足が空石積み市場の発展を妨げており課題であ

ったことがわかった5)． 
 

(3)空石積み職人の協会設立と近年の状況 

1990年代，セヴェンヌ国立公園内の空石積みの保

全，技術継承の必要性から，石積み職人，公園関係

者らにより空石積み職人協会(ABPS)が発足した6)．

協会の設立理念を記した「品質憲章」によると，

ABPSはフランスにおける空石積みの技術継承，地

位向上および市場開拓と，空石積み職人の仕事を公

的に認められた職業にすることを目標としている7)．

ABPSの実績のうち公共事業での活用と関係の深い

ものは，技術評価のための資格システムを作成しそ

れを国の公的な資格制度に押し上げたこと，技術基

準および施工のガイドラインを策定したことである．  
 ABPSの活動によって業界全体も復活した．後述

のヒアリングによると，2024年現在フランス国内に

空石積みを施工できる業者は350社程度あるが，注

文は18か月先まで埋まっており，需要に対して供給

の方が追い付いていない状況である．資格制度も好

調で，取得者の職人としての就労率は85%に達する． 
またフランス政府は，コロナ禍以降のフランス経

済の持続的な回復のための政策の一環として，バイ

オベースやジオベースの材料の使用を推進している
8) ．この政策では公共調達を持続可能な開発の実現

のための重要なセクターと位置付けており9) ，空石

積みの公共事業での利用を後押しするものである． 
 
 
３．フランスにおける空石積みの公共事業での

利用のための制度および考え方 
 

(1)目的と手法 

本章ではフランスの空石積み職人協会，保険会社

の業界団体，職人，大学研究者に対して行ったヒア

リングの成果等を基に，フランスにおいて空石積み

を公共事業で利用するための制度や考え方，価値づ

けについて体系化し，整理した． 
 
(2)ヒアリングについて 

 ヒアリングの詳細は表-1の通りである． 
 

表-1 ヒアリングについて 
日時 場所 

2024年2月27日 エコロジー移行・国土結束省 

出席者 所属 

Laure Trannoy エコロジー移行・国土結束省 建設局 
Benjamin Deceuninck 空石積み職人協会（ABPS） 
Christel Ebner 建設品質機構（AQC） 
Anne-Sophie Colas ギュスターブ・エッフェル大学研究員 
 その他，上記から4名 
ヴァンソン藤井由実 通訳 
真田純子 東京工業大学（現 東京科学大学） 
桂川大誉 東京工業大学（現 東京科学大学） 
末永幸大 東京工業大学（現 東京科学大学） 

 
(3)公共事業で使う体制を整えるに至った背景 

ABPSらによると，フランスにおいて空石積みの

復活と技術継承の流れが起こったのは，自分たちの

技術を守りたいという職人の熱意によるものであっ

た．さらに職人らの，空石積みが農村地域の擁壁の

建設に最適な工法であるとの共通認識も影響した． 
公共事業で使えるようにする方向性に至った背景

としては，技術継承のためには市場の開拓が不可欠

であるとの認識があった．また，公的な枠組みを整

えるにあたり，ABPSの設立によって職人らが個人

としてではなく団体として政府と交渉できるように

なったことによる効果は大きいと考えられる． 
公共事業での利用にあたっては保険の適用が直接

的な課題であった．フランスの公共事業では，完成

後の建造物に瑕疵があった場合に建設者が責任を負

うものと定められており，そのためすべての公共事

業を受注する際に建設者に対して10年間の瑕疵担保

責任保険への加入が義務付けられている．元々建築

構造物の一部として施工されていた空石積みが崩れ

ることが多く，保険会社が支払う保険料が高くなっ

ていた．そのため保険会社は公共事業で利用できる

強度の保証された空石積みの線引きと，保険料の計

算方法を求めていた．2014年に全国レベルの保険会

社MAAFからABPSに対して保険商品の枠組みを作

成するよう要請があり10)，後述のガイドラインの作

成につながった． 
 

(4)空石積みを取り巻く制度の体系 

フランスにおける空石積みを取り巻く制度の体系

を図-1に示す．フランスでは資格によって保証され 

図-1 空石積みを取り巻く制度の体系 
 

 188



 

 

表-2 空石積みの資格 
資格名 評価項目等 

CQP N3 
“Professional Dry-Stone Companion” 

CQP N2の内容＋成果物の品質（美観に関する評価項

目），特殊な構造（階段，アーチ），プロジェクトの

マネジメント（施工図，作業計画，プレゼンテーショ

ン）など 
CQP N2 
“Professional Dry-Stone Worker” 

工事の準備，石の選定，積み方（強度に関する評価項

目），安全管理，コミュニケーションなど 
CQP ICCPS  
“Working on a dry-stone construction site” 

石の識別，安全管理，施工条件の確認，監督との協力

など 

※N=Niveau（フランス語でLevel）の意 

 

表-3 ABPSと資格に関する年表 
年 内容 

2006 ABPSで研修と資格制度の構想が発足，委員会の設置 
 

2007 イギリスの研修制度を視察 
～2010 資格の内容作成，研修コースと資格試験のテスト 
2010 建築・公共事業合同国家雇用委員会(CPNE BTP)へ申請 

CQP N2の認定 
2014 上位のCQP N3の認定 
2022 下位のCQP ICCPSの認定 

 
た技術を持った職人が，ガイドライン沿った施工を

することで，公共事業のための保険が適用でき，空

石積みを使用しても問題ない状況を作っている． 
 
a)空石積みに関する専門資格証明書 

フランスでは労働省によって，専門職に従事する

人，職業訓練を行う人のための専門的スキルの認定

制度が用意されている．このうち専門資格証明書

(CQP)は特定の職業に関連する技能の習得を証明す

るために，その職業団体が作成・発行するものであ

る．ABPSによる空石積み技術の評価システム作成

の動きは2006年から始まり，2010年には最初の資格

CQP N2がフランス政府からの承認を受けた．現在

ABPSによって作成され，政府から承認された空石

積みの専門資格は3つある(表-2)(表-3)．11)12) 

3つの資格のうち最上位のCQP N3は優れた空石積

みの技術とプロジェクト管理の能力を有することを

保証するものであり，空石積みを施工する会社を経

営できる程度の資格である．資格試験では後述のガ

イドラインに沿った，強度計算が可能な積み方で施

工することが要求される．ガイドライン内には資格

と施工可能なタイプの擁壁の対応表も付記され，擁

壁の規模，構造の複雑さによってN3またはN2の資

格が要求される 13)．  
 

b)プロフェッショナル・ガイドライン 

ABPSは保険会社からの要請に応じて2017年にプ

ロフェッショナル・ガイドラインを制定した．ガイ

ドラインの目的は①空石積み技術の有効性と，現場

での使用の妥当性を広く示すこと，②空石積み擁壁

を施工する技術者が持っている知識・技術を規定し，

また保証すること，③フランスで公共事業を請け負

う企業が加入する必要のある10年保険商品の基礎と

なることである14)．このガイドラインを保険会社の

業界団体である建設品質機構(AQC)が審査し，学術

研究によって空石積み擁壁の強度が数値化され，施

工者がガイドラインに沿った施工を行えるようにな

ったことで，他の建築手法と同等に公共事業で使う

ことが可能であるというゴーサインを出した．  
ガイドラインは国内の保険会社が空石積みの一般

的な保険商品を用意できるようにするために保険の

スキームも提供している．これによって，以前は手

間や費用等の問題から大規模な建設会社のように個

別で保険商品をオーダーすることが難しかった中小

規模の企業や職人も，保険商品を購入できるように

なり，空石積み工法での受注が容易となる． 
ガイドラインにおける空石積み擁壁の強度保証の

考え方について整理する．第一に，擁壁の裏から圧

力が掛かっても変形したり崩れたりしない強固な積

み方をすることで，大きな一枚岩と同じように考え

て強度計算できる（最大荷重を超えたときも一体と

なって倒れる）工法を指示している，そのような積

み方で施工する場合のみ保険の対象となり，公共事

業における利用が可能となるが，伝統的な積み方と

は異なる． 
第二に，施工現場で擁壁の高さ，奥行きなど必要

な寸法を求める際に用いる強度計算の早見表が用意

されている．学術的裏付けとしてAnne-Sophie Colas
氏による空石積みの破壊モデルの研究15)が存在する

が，あくまで力学的な厳密性よりも現場での計算が

簡単になることを重視し，パラメータを限定した早

見表の形式をとっている．また，空石積みの施工で

は材料特性が一定でない自然物を用いるため，石の

重量を最小に，擁壁の裏の土圧を最大に見積もるこ

とで，極端に安全側に寄った基準としている． 
現在，強度計算が可能で保険が適用できる施工条

件は，真っ直ぐな道路の上部構造としての擁壁のみ

である．適用範囲は学術研究の成果の制約を受けて

おり，カーブのある擁壁，道路の下部構造（車両の

活荷重を受ける），家の下の基礎，水路の建設，地

震の頻発する地域での建設に対しては現時点では保

険を適用できないが，今後の学術研究の進展次第で

適用範囲も少しずつ拡大すると考えられる． 
 
c)公共事業における空石積みの発注過程 

 実際の発注過程における主体間の体系を図-2に示

す．フランスの施工基準は性能規定の考え方をとる

日本と異なり，仕様規定の考え方が強いため16)，発

注書に空石積み工法と書くことで空石積みでの施工

が可能となる．空石積み工法の採用にあたっては，

発注者と建設会社の双方で①施工可能な資格を持っ

た空石積み職人の有無，②施工予定の空石積みに対

する保険適用可能の可否，の2点を事前に確認する

必要がある．また，特定の公共事業を行う際には事

図-2 発注の流れ（JICA の報告書17)を参考に作成） 
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業固有の遵守すべき事項や技術仕様を詳細に規定し

た特記技術仕様書(CCTP)を作成する必要がある18)が，

CCTPの作成には技術的知見が必要なため，ABPSが
発注者に対して必要なサポートを行っている． 
 
 
４．日本において空石積みの公共発注制度を整

える際の課題 
 

本章では，フランスでのヒアリングで得られた知

見を基に，日本において同様の仕組みを整備する際

の適用可能性と課題について整理した． 
 空石積みの資格制度に関しては，日本においても

空石積み職人の育成と技術継承が課題であり，

ABPSの資格に近い仕組みが日本でも運用されるこ

とが望ましい．想定される技能は石の選別，強度の

保証された積み方，施工計画，積算などである． 
 公共事業で利用するための仕組みの整えるにあた

っては，政府との交渉窓口として機能する空石積み

協会の設立が必要である． 
 フランスにおいて公共事業に使うことを前提とし

た空石積みは積み方を統一しているが，本来石積み

の良さはその地域で取れる石の種類に応じた積み方

をすることで地域性を発揮する点にある．また，一

枚岩のように崩れる積み方では，災害時に「小さく

壊れる」から「壊れたときの機能がゼロになりにく

い」19)利点も発揮できないため，統一的な積み方の

基準を設けることに対しては慎重に考える必要があ

る．さらに，日本は地震頻発地域のため，地震動も

考慮した強度基準が必要である．  
 
 
５．結論 
 
本研究の結論を以下に示す． 

・ フランスでは古くから農村景観と空石積みの関

係が深く，職人の熱意が近年の空石積み業界の

復活を後押しした．空石積み職人協会(ABPS)は
空石積みと空石積み職人の地位向上のために技

術継承と市場開拓が重要であると考えており，

公共事業への活用に積極的であったことが，現

在の状況を形成した要因である． 
・ フランス政府として空石積みを公共事業で活用

するような公的な枠組みを作っているわけでは

ないが，ABPSの作成した資格によって保証さ

れた技術を持った職人が，AQCの承認したガイ

ドライン沿った施工をすることで，公共事業の

ための保険が適用でき，空石積みを使用しても

問題ない状況が実現した． 
・ 日本において同様の制度を整備する際，石の種

類の違いから生じる地域性，一枚岩ではなくバ

ラバラに壊れるからこその利点，地震動に対す

る強度担保については慎重に検討する必要があ

る．また，公共事業の受注者への保険加入の義

務など日本と法制度が異なる点にも注意したい．

協会の設立や資格制度の制定は日本においても

行われることが望ましい． 
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